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河川、都市公園、道路などの公共施設は、地域の重要な景観の骨格を構成する要素の一つ 
  であり、市内には、地域の魅力的な景観特性を兼ね備えた公共施設がたくさん存在します。 
  それらの公共施設の保全、整備を進め、周辺景観との調和を図るため、今後、景観法第８ 
条第２項第４号ロ及びハに基づき、地域にふさわしい「整備に関する事項」や「占用許可等 
の基準」を公共施設管理者等との連携を図り、定めることとします。 

  また、茂原市の顔となるシンボル性の高い道路や水辺、公園や緑道等多くの市民に親しみ、 
憩い、安らぎ、和みを与えている公共空間については、指定方針に基づき指定し、それぞれ 
の公共施設管理者と協議を進めながら、景観重要公共施設として同意が得られたものを景観 
計画へ位置付けていきます。 

 
 

  
景観重要公共施設候補 

              
 
                                 

                                             

    
     （１）景観重要公共施設の指定方針 
        景観重要公共施設は、以下の施設を対象に指定します。 

  ◇「もばら」の良好な景観の骨格を形成する拠点や軸などの一部を構成する公 
   共施設 
 
  ◇「もばら」の自然、歴史、文化的要素が高く、周辺景観との調和が求められ 
   る公共施設 
 
  ◇地域の良好な景観形成に重要な役割を果たしている公共施設    

第６章  景観重要公共施設の整備に関する事項 
              (景観法第８条第２項第４号ロ、ハ関係) 

１ 景観重要公共施設の基本事項 

２ 指定方針 

道路：昌平町通り  道路：富士見公園脇並木道  

都市公園：茂原公園  河川：豊田川（愛称：天の川）  
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屋外広告物等の表示及び掲出を行う場合は、以下の指針に配慮するものとします。 

表示及び掲出に関する指針 

・周辺景観に配慮した意匠・形態とし、調和のとれたものとする 

・できる限りコンパクトに集約し、過度なデザインは避ける 

・彩度が高いもの、蛍光色や原色の使用は避ける 

・周辺に歴史的・文化的な景観の要素がある場合は、素材や色彩、形態を工夫する

などして、周辺景観に配慮する 
・自然系地域では、周囲との調和を考慮して自然色を多く使う色彩や形態とし、表

示方法や配置を工夫する 

・住居系地域では、落ち着いた色彩、形態とし、表示方法や配置を工夫する 

 

 ③禁止物件 （千葉県屋外広告物条例第５条） 

  禁止物件として、広告物等の表示又は設置をすることが、原則としてできない 
 物件（場所）が下記のとおり定められています 
 
  ・道路及び鉄道等の橋りょう        ・歩道橋    
  ・トンネル                ・道路の石がき 
  ・よう壁                 ・街路樹 
  ・信号機                 ・道路標識 
  ・郵便ポスト               ・送電用鉄塔 
  ・路面                  ・知事が指定する電柱、街灯柱 
  ・その他知事が指定したもの など 

 ④許可地域等 （千葉県屋外広告物条例第６条） 

  屋外広告物の表示又は設置に許可が必要な地域です 
  本市では、禁止地域を除き全て許可地域となります 
  屋上広告塔、壁面広告板、広告幕、壁面突出広告板、独立広告塔などの表示や 
 設置に関する基準に基づき、適切な広告物等の表示又は設置を誘導します 
  なお、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）インターチェンジ及びその周辺の幹 
 線道路等について、許可地域等に位置づけられた地域は、周辺景観に配慮したも 
 のとなるよう誘導します 

２ 屋外広告物の表示及び掲出に関する指針 




